
義

和

団

事

変

と

栄

禄

ー
講
和
全
権
任
免
問
題
を
中
心
に
ー

*
菅

野

正
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一
九
〇
〇

(光
緒

二
十
六
、
明
治
三
十
三
)
年
夏
、
華
北
を
中
心
に
展
開
さ
れ

た
義
和
団
運
動
に
お
い
て
、
と
く
に
六
月
よ
り
約
ニ
ケ
月
間
の
北
京
公
使
館
区
域

攻
防
を
め
ぐ

っ
て
、
軍
機
大
臣
栄
禄

(仲
華
、
文
忠
)
が
、
外
国
公
使
や
公
使
館

防
衛
に
尽
力
し
た
こ
と
は
つ
と
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。
も
と
ー

義
和
団
を
信
頼

せ
ず
、
そ
の
活
動
を
抑
止
し
よ
う
と
し
て
い
た
栄
禄
は
、
と
く
に
公
使
館
攻
防
戦

が
持
久
戦
に
な

っ
て
か
ら
以
降
は
、
確

か
に
国
家

の
滅
亡
を
救
う
べ
く
、
公
使
館

防
衛
の
た
め
に
苦
脳
し
、
努
力
し
た
。

こ
の
点
は
内
外

の
研
究
者
に
よ

っ
て
実
証

(
1
)

さ
れ
て
い
る
所
で
あ
る
。

し
か
し

一
方
で
、

当
時

の
宮
廷
内
部

の
事
情
を

伝
え
る
資
料
と
し
て

有
名
な

『
景
善
日
記
』
に
は
、
栄
禄
に
対
す
る
弁
護
的
な
記
述
が
多
く
、
今
日
で
は
、
義

和
団
事
変
に
対
す
る
栄
禄
の
立
場
を
有
利
に
す
る
た
め
に
捏
造
さ
れ
た
も
の
、
即

ち
栄
禄
が
外
国
側
か
ら
責
任
を
免
れ
る
た
め
、
そ
の
党
派
に
代
纂
を
命
じ
た
も
の
、

そ
の
時
期
は
、
連
合
軍
が
公
使
館
を
救
出
し
た
後
、
栄
禄
が
保
定
に
滞
留
し
て
い

た
期
間
に
違
い
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

『景
善
日
記
』
は
そ
の
他
の
理
由
か
ら
も

(
2
)

そ
の
信
葱
性
が
ほ
ぼ
否
定
さ
れ
、
偽
作
と
さ
れ
て
い
る
。

す
る
と
、
何
故
彼
が
そ
の
党
派
に
命

じ
て
資
料
を
偽
造
ま
で
し
て
、
そ
の
立
場

を
弁
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
か
が
、
当
然
問
題
と
な

っ
て
く
る
。
彼
は

義
和
団
事
変
時
に
如
何
な
る
役
割
を
果
し
た
の
か
、
列
国
側
は
そ
れ
を
ど
う
受
け

と
め
て
い
た
の
か
が
、
問
題
と
な

っ
て
く
る
。

或
い
は
ま
た

一
方
で
、
栄
禄
は
講
和
会
議
開
始
に
際
し
、

一
た
び
は
李
鴻
章
、

慶
親
王
、
張
之
洞
、
劉
坤

一
と
と
も
に
講
和
全
権
委
員
に
任
命
さ
れ
な
が
ら
、
彼

の
軍
隊
が
公
使
館
攻
撃
に
加

っ
た
理
由
に
よ
り
、
列
国
側
の
反
対
で
、
す
ぐ
さ
ま

解
任
さ
れ
る
と
い
う

一
幕
も
あ

っ
た
。

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
少
し
く
検
討
し
て
み
た
い
の
が
、小
論
の
目
的
で
あ
る
。

二

そ
も
そ
も
、
八
月
十
五
日
北
京
公
使
館
救
出
後
の
講
和
会
議
開
始
の
際
に
、
両

広
総
督
李
鴻
章
以
外
に
、
栄
禄
等
を
全
権
に
添
派
す
る
よ
う
勧
告
し
た
の
は
、
日

本
外
務
大
臣
青
木
周
造
で
あ

っ
た
。

青
木
外
相
は
、
八
月

二
十
三
日
、
日
本
駐
在
李
盛
鐸
清
国
公
使
と
会
見
し
、
劉

坤

一
両
江
総
督
、
張
之
洞
湖
広
総
督
は
現
地
在
任
の
ま
ま
、
慶
親
王
、
栄
禄
と
の

(
3
)

四
人
を
全
権
に
加
派
す
る
こ
と
を
勧
告
し
、
李
盛
鐸
は
そ
の
旨
を
李

鴻

章

に
伝

(
4
)

 え
、
李
鴻
章
も
劉
張
両
総
督
に
い
ち
早
く
打
電
し
た
。

翌
二
十
四
日
、
青
木
外
相
は
上
海
駐
在
小
田
切
総
領
事
代
理
に
あ
て
、
当
時
す

*史 学研究室(昭 和58年9月30日 受理)
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で
に
全
権
委
員
に
任
命
さ
れ
、
広
東
よ
り
北
上
の
途
上
、
上
海
に
滞
留
し
て
い
た

李
鴻
章
に
対
し
、

「講
和
委
員
ト
シ
テ
、
慶
親
王
、
栄
禄
等
ノ
如
キ
平
和
派
ノ
人

(
5
)

物
ヲ
加

ヘ
ル
コ
ト
」
を
勧
告
す
る
よ
う
訓
令
し
て
い
た
。

}

李
盛
鐸
か
ら
の
情
報
を
得
て
い
た
李
鴻
章
は
、
同
H
小
田
切
総
領
事
代
理
に
会

い
、
李
盛
鐸
の
電
報
や
他
の
諸
国
駐
在
清
国
公
使
の
電
信
を
み
て
も
、
口
本
外
務

}
大
臣
の
意
見
が
最
も
時
機
に
適
中
し
て
お
り
、
四
全
権
添
派
の
件
も
上
奏
せ
ん
と

(
6
)

語
り
、
そ
の
通
り
翌
二
十
五
日
、
李
鴻
章
は

「青
木
の
言
う
所
を
傭
納
し
、
四
王

大
臣
を
添
派
し
て
全
権
大
臣
と
し
て
便

宜
行
事
せ
し
め
、
速
か
に
会
議
を
開
か
ば

腸

成
功
せ
ん
。
誉

り
に
慶
親
王
、
栄
禄
は
尤
も
各
国
の
注
拶

る
両

も
し
已
に
両

鋤

宮
に
従
い
西
行
中
な
ら
、
速
か
に
回
京

せ
し
め
る
よ
う
」
と
上
奏
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
李
鴻
章
の
い
う
よ
う
に
慶
親
王
、
栄
禄
の
全
権
委
員
就
任
は

「尤

要

も
各
国
の
注
重
す
る
所
」
で
は
な
か

っ
た
。
八
月
二
十
九
日
、
張
之
洞
が
李
鴻
章

紀

に
送

っ
た
電
信
の
中
で
、
張
之
洞
と
駐
漢
ロ
フ
ラ
ン
ツ
独
国
領
事
等
と
の
問
答
を

学

次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
洞
云
う

「
李
相
は
慶
邸

.
栄
相
を
添
派
す
る
を
請
う

た
。
こ
れ
を
認
め
て
頂
き
た
い
」
領
事

云
う

「
栄
禄

の
軍
隊
は
公
使
館
を
攻
撃
し

大

「
た
で
は
な
い
か
」
洞
云
う

「栄
禄
は
力

め
て
戦
端
を
開
く
を
諌
め
、
苦
奏
す
る
こ

退

と
七
次
に
及
ん
だ
・
拳
匪
の
数
は
甚
だ
多
く
・
各
軍
の
中
に
は
皆
萱

武
衛
中

奈

軍
の
新
規
募
集
の
兵
は
粗
雑
で
、
そ
の
う
ち
拳
匪
と
通
じ
、
妄
為
す
る
者
あ
る
を

免
れ
難
い
。
実
は
栄
の
意
に
非
ず
」
翻
訳
官
云
う

「栄
禄
は
、
部
下
の
軍
を
よ
く

総

制

せ
ざ

る

か

」

と

・へ8
)

　

独
国
は
、
栄
禄

の
軍
が
公
使
館
攻
撃
に
加

っ
て
い
た
理
由
で
、
早
く
も
栄
禄
の

全
権
就
任
に
は
難
色
を
示
し
た
。

「

一
方
朝
廷
で
は
、
栄
禄
を
添
派
せ
ん
と
す
る
李
鴻
章
の
要
請
を
是
と
し
、
ま
た

憂

親
霧

回
京
せ
し
め
、
李
響

に
も
早
-
上
海
よ
り
乗
船
し
て
来
京
す
る
よ
う

一
命
じ
た
。

一

李
鴻
章
は
先

の
張
之
洞
の
情
報
に
も
不
抱
ら
ず
、
各
国
の
意
は
洋
務
を
熟
悉
す

る
の
王
大
臣
が
そ
の
任
に
当
る
に
あ
り
と
し
、
栄
禄
等
の
添
派
を
さ
ら
に
強
く
要

請
し
、
栄
禄
は
今
、
保
定
に
い
る
ら
し
い
、
慶
親
王
と
も
ど
も
早
く
回
京
せ
し
め

る
よ
う
、
こ
れ
は
万
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な
い
事
で
あ
る
、
も
し
允
可
さ
れ
る
な
ら
、

臼
分
も
上
海
よ
り
乗
船
し
て
上
京
し
、
慶
親
王
、
栄
禄
の
回
京
を
ま

っ
て
各
国
使

(
10
)

臣
と
会
議
を
開
か
ん
と
言

っ
た
。
李
鴻
章
も
栄
禄
の
就
任
を
心
強
く
思
い
、
期
待

し
て
い
た
。

こ
う
し
て
九
月
九
日
、
正
式
に
上
諭
を
出
し
、
慶
親
王
、
栄
禄
に
全
権
大
臣
を

授
け
、
便
宜
行
事
さ
せ
、
劉
坤

一
、
張
之
洞
に
は
会
辮
議
約
事
宜
を
命
じ
、
均
し

(
11
)

く
便
宜
行
事
を
准
し
た
。
こ
こ
に
五
人
の
全
権
委
員
が
任
命
さ
れ
た
。

前
々
H
に
栄
禄
に
は
別
に
上
諭
を
与
え
、
全
権
を
命
じ
る
故
、
已
に
獲
鹿
に
行

っ
て
る
な
ら
、
速
か
に
保
定
に
帰
り
、
李
鴻
章
の
上
京
を
ま

っ
て
協
議
す
べ
し
、

大
局
の
係
る
所
、
安
危
こ
れ
に
係
り
、
存
亡
も
亦
こ
れ
に
係
る
、
該
大
臣
は
国
家

の
重
臣
、
恩
を
受
け
る
こ
と
最
も
深
く
、
言
を
弄
し
て
責
任
を
の
が
る
＼
を
許
さ

(
12

a
)

な
い
、
と
い
っ
た
。
栄
禄
は
旨
を
得
て
、
や
む
な
く
定
州
よ
り
折
り
返
し
、
九
月

十
三
H
、
裳
世
凱
に
電
を
寄
せ
李
鴻
章

へ
転
電
を
請
う
て
、
ま
ず
各
国
に
保
護
を

(
12
b

)

求
め
、
そ
の
後
に
入
京
し
た
い
と
伝
え
た
。

し
か
し
、
栄
禄

の
全
権
任
命
に
英
国
も
反
対
の
意
向
で
、

マ
グ
ド
ナ
ル
ド
公
使

は
ソ
ー
ル
ス
ベ
リ
ー
外
相
に
対
し
、
他
の
三
名
の
添
派
に
は
異
存
は
な
い
が
、
栄

禄
に
つ
い
て
は
、
そ
の
軍
が
公
使
館
攻
撃
に
加

っ
た
こ
と
で
反
対
を
示
し
、
閲
漸

(
13
)

総
督
許
応
験
に
代
え
る
よ
う
進
言
し
、
そ
の
提
案
国
で
あ
る
日
本
に
対
し
て
も
、

(
14
)

同
様
の
意
向
を
伝
え
て
き
た
。
李
鴻
章
は
、
栄
禄
に
列
国
の
反
対
あ
る
の
を
見
て
、

栄
禄
に
助
言
し
、
公
使
館
攻
撃
の
前
非
を
反
省
さ
せ
、
そ
れ
に
よ

っ
て
列
国
を
な

(
15
)

だ
め
よ
う
と
し
た
。
そ
の
よ
う
な
技
術
論
だ
け
で
は
列
国
は
納
得
で
き
ず
、

コ
ン

(
16
)

ガ
i
米
国
公
使
も
栄
禄
に
反
対
論
あ
る
は
無
視

で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
う
し

て
栄
禄
の
全
権
任
命
に
つ
い
て
は
、
英

・
米

・
独
の
各
国
か
ら
反
対
論
が
お
こ
り
、
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(
17

)

そ
の
実
現
は
ほ
ぼ
困
難
な
状
況
に
な

っ
て
き
た
。

こ
の
状
況
を
み
て
、
盛
宣
懐
は
九
月

二
十

一
日
、
両
宮
と
と
も
に
太
原
に
い
る

王
文
詔
に
電
文
し
て

「
各
国
、
武
衛
軍

の
使
館
を
攻
撃
し
た
る
を
以
て
、
栄
禄
と

会
議
す
る
を
欲
せ
ざ
れ
ば
、
行
在
に
行
か
し
む
る
に
し
か
ず
。
停
戦
、
議
和
な
お

(
18

}

見
込
な
し
。
大
局
よ
く
転
移
す
る
や
否

や
は
む
し
ろ
山
西
に
在
り
て
北
京
に
な
し
」

と
い

っ
て
、
む
し
ろ
栄
禄
を
北
京
に
行
か
せ
な
い
よ
う
進
言
し
た
。

李
鴻
章
も
、
公
使
館
攻
撃
に
武
衛
中
軍
が
加

っ
た
こ
と
は
、
捕
獲
し
た
軍
服
、

旗
幟

の
証
拠
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
反
対
論
が
あ
る
と
な
れ
ば
、
や
む
な
く
提

へ
19
)

案
国
の
日
本
に
調
停
を
依
頼
し
よ
う
と
し
た
が
、
各
国
の
反
対
論
が
根
強
い
以
上

全
権
就
任
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
ず
、
栄
禄
を
行
在
に
行
か
し
め
る
よ
う
朝
廷
に
請

(
20

)

う

旨

を

、

盛

宣

懐

に
伝

え
、

十

月

五

日

に

、
各

使

が

栄

禄

を

深

く

に
く

ん

で
お

り

、

接

待

、

保

護

も

肯

ぜ

ざ

る

と

い

っ
て

い
る

以

上

、

栄

禄

の
身

に
も

危

険

が
あ

り

、

(
21
)

こ
の
際
、
行
在
に
行
か
し
む
る
か
否
か
を
上
奏
し
た
。

そ
し
て
朝
廷
で
も
、
十
月
六
日
に
決
断
し
、
栄
禄
を
行
在
に
赴
か
し
む
る
よ
う

へ
22
)

命
じ
、
さ
ら
に
栄
禄

の
統
轄
す
る
武
衛
中
軍
を
李
鴻
章
の
節
制
に
帰
せ
し
め
た
。

こ
こ
に
、
日
本

の
勧
告

で
始

っ
た
栄
禄
の
全
権
委
員
任
.命
問
題
は
、
列
国

の
反

対
の
た
め
、
そ
の
解
任
で
終

っ
た
の
で
あ
る
。
公
使
館
攻
撃
の
際
、
総
帥
で
あ

っ

た
栄
禄
は
、
罪
の
が
れ
ら
れ
る
筈
も
な

い
の
に
、
何
ぞ
事
後
か
え

っ
て
、
樽
姐
折

(
23
)

衝
の
任
に
あ
た
る
や
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

で
は
公
使
館
攻
撃
の
時
期
と
全
権
任
免
問
題
の
お
こ
る
時
期
の
栄
禄

の
行
動
は

実
際
ど
ん
な
も

の
で
あ

っ
た
の
か
。

三

 

栄
禄
を
推
挙
す
る
李
鴻
章
が
得
て
い
た
情
報
は
、
栄
禄
は
武
衛
軍
を
総
括
し
、

義
和
団
を
庇
護
し
て
公
使
館
を
攻
撃
し
た
と
は
い
え
、
実
は
そ
の
意
で
は
な
か
っ

た
こ
と
、
義
和
団
が
起

っ
た
時
も
栄
禄
は
力
め
て
剃
辮
を
主
張
し
、
奏
請
す
る
こ

(
24
)

と
七
度
に
及
ん
だ
が
允
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と
、
列
国
使
臣
は
栄
禄
を
保
護
し
な
い

と
は
い
え
、
過
日
公
使
館
防
衛
で
尽
力
し
た
故
、
彼
を
深
く
餐
め
る
意
志
は
な
く
、

(
25
)

元
兇
の
禍
首
を
厳
罰
に
す
れ
ば
そ
れ
で
十
分
だ
等
で
あ

っ
た
が
、
同
時
に
、
公
使

館
攻
撃
は
清
国
政
府
の
主
謀
に
よ
る
官
兵
と
義
和
団
の
攻
撃
で
あ
り
、
教
会
が
焼

か
れ
、
教
士
が
殺
害
さ
れ
た
の
は
、
み
な
政
府
の
使
嫉
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ

(
26
)

れ
が
各
国
の
公
憤
を
か

っ
て
い
る
と
も
言

っ
て
い
る
。
そ
の
軍
の
総
帥
が
栄
禄
で

あ

っ
た
。

当
時
、
北
洋
五
軍
は
宋
慶
の
豫
軍
を
武
衛
左
軍
、
哀
世
凱
の
新
建
陸
軍
を
右
軍
、

晶
士
成
の
准
軍
を
前
軍
、
栄
禄
が
直
轄
す
る
軍
を
中
軍
、
董
福
祥
の
廿
軍
を
後
軍

(
27
)

と
称
し
、
五

つ
の
武
衛
全
軍
を
栄
禄
が
総
帥
し
て
い
た
。

栄
禄
が
こ
の
事
変
の
際
、
と
く
に
初
期
の
宣
戦
布
告
の
頃
、
ど
の
よ
う
な
行
動

を
と

っ
た
か
具
体
的
に
は
よ
く
分
ら
な
い
。
が
栄
禄
の
全
権
任
命
問
題
で
、
と
り

わ
け
英
国

・
米
国

・
独
国
が
強
硬
に
反
対
し
た
の
は
、
公
使
館
包
囲
中
、
武
衛
中

軍
と
直
接
対
峙
し
、
そ
の
行
動
を
目
の
あ
た
り
に
見
て
い
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

六
月
十
六
日
朝
廷
は
栄
禄
に
命
じ
、
武
衛
中
軍
を
東
交
民
巷

一
帯
に
派
遣
し
、

(
28
)

各
国
使
館
を
防
衛
せ
よ
、
と
上
諭
を
出
し
た
こ
と
が
あ

っ
た
。

こ
の
当
時
の
事
情
を
公
使
館
に
籠
城
し
た
柴
五
郎
は
次

の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

六
月
十
七
日
頃
ま
で
は
、
二
三
公
使
館
直
接
防
衛
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
四
、
五
十

名
の
八
旗
兵
と
、
公
使
館
区
域
の
両
端
の
正
陽

・
崇
文
門
を
守
備
す
る
数
百
の
八

旗
兵
の
み
で
あ

っ
た
が
、
十
七
日
か
ら
は
武
衛
軍
と
唱
す
る
も
の
が
、
公
使
館
区

域
周
囲

一
帯
、
即
ち
外
国
人
の
哨
兵
線
と
相
対
し
て
配
置
さ
れ
た
。
当
時
栄
禄
が

武
衛
軍
の
総
統
領
で
あ

っ
て
、
伊

・
独

・
米

・
露
の
持
場
に
対
す
る
方
は
、
は
じ

め
に
武
衛
中
軍
、
即
ち
栄
禄
直
轄
の
兵
が
き
た
。
そ
し
て
目

・
英

・
懊

・
仏
に
対

マ

マ

す
る
方
面
は
、
主
に
武
衛
前
軍
、
即
ち
例
の
標
桿
を
も

っ
て
有
名
な
董
福
祥
の
兵

で
あ

っ
売
。
し
か
し
、
そ
の
時
の
様
子
は
、
あ
な
が
ち
我
々
を
敵
視
し
て
い
る
訳

で
な
く
、
お
互
い
に
茶
や
煙
草
を
与
え
合

っ
た
り
、
極
め
て
友
好
的
で
、
ま
ず
平
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奈

(
29

)

和
を
維
持
し
て
い
た
、
と
。
上
諭
の
通
り
で
あ
る
。

即
ち
官
兵
が
公
使
館
街
に
来
て

「我

々
は
武
衛
中
軍
に
係
り
、
栄
中
堂

の
札
筋

を
奉
じ
、
特
に
来
り
て
こ
の
地
に
駐
紮
し
、
貴
堂
を
保
護
す
」
と
通
知
す
る
と
、

(
30

)

人
心
や
＼
安
ん
じ
た
が
、
だ
が
、
疑
信
あ
い
半
ば
し
た
と
。

と
こ
ろ
が
、
十
七
日
午
後
連
合
軍
が
大
沽
砲
台
を
攻
撃
し
、
そ
の
陥
落
の
報
が

十
九
日
朝
廷
に
達
す
る
と
、
午
後
三
時
よ
り
所
謂
第
四
次
御
前
会
議
が
開
か
れ
、

宣
戦
布
告
を
決
定
し
、
午
後
四
時
各
国
公
使
に
二
十
四
時
間
以
内
北
京
退
京
が
命

ぜ
ら
れ
た
。
翌
二
十
日
、
独
国
ケ
ッ
ト
ラ
ー
公
使
が
殺
害
さ
れ
、
官
兵
と
義
和
団

に
よ
る
公
使
館
攻
撃
が
こ
こ
に
始
り
、
翌
二
十

一
日
に
宣
戦
の
諭
旨
が
布
告
さ
れ

た
。

「六
月
二
十
日
…
三
時
半
頃
、
即
ち
昨
日
い

っ
て
き
た
二
十
四
時
間
の
時
限
の

切
れ
る
約
二
十
分
前
に
な
る
と
、
い
ま
ま
で
無
事
に
相
対
し
て
い
た
支
那
官
兵
が

発
火
を
始
め
ま
し
た
。
即
ち
こ
の
日
か
ら
支
那
の
官
兵
と
ほ
ん
と
う
の
戦
い
を
開

(
31
)

い
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。」

開
戦
直
後
の
公
使
館
攻
撃
の
様
子
は

「遂
に
董
福
祥
及
び
武
衛
中
軍
を
し
て
交

民
巷
を
囲
攻
せ
し
む
。
栄
禄
は
自
ら
激
を
持
し
て
之
を
督
し
、
蓋
く
諸
使
臣
を
殺

(
32
)

さ
ん
と
欲
す
」

「太
后
、

つ
い
で
董
福
祥
及
び
武
衛
中
軍
に
命
じ
、
交
民
巷
を
攻

(
33
)

め
し
む
、
砲
声
日
夜
絶
え
ず
」
「栄
禄
、
総
帥
を
も

っ
て
、
直
に
武
衛
中
軍
及
董
福

祥
所
統
の
甘
軍
を
動
員
し
、
拳
匪
多
人
を
率
い
使
館
及
び
西
什
庫
教
堂
を
囲
攻
せ

(
鋤
a
)

し
む
」
と
あ
り

『
拳
乱
紀
聞
』
に
は
伝
聞
な
が
ら

「
こ
の
役
、
栄
中
堂
の
発
令
に

係
り
、
董
軍
に
筋
し
て
開
佼
せ
し
む
」

と
あ
る
。
皇
帝
は
こ
の
時
痛
巽
し
て

「此

く
の
ご
と
く
ん
ば
、
則
ち
数
千
万
の
生

霊
必
ず
塗
炭
に
遭
い
、
三
百
年
の
宗
社
も

(
34
b

)

守
り
難
き
を
致
さ
ん
」
と
嘆
い
た
と
い
う
。

も
と
独
国
公
使
館

の
雇
い
人
だ

っ
た
あ
る
中
国
人
は
、
六
月
二
十
三
日
天
津
に

来
て
、
独
国
公
使
館
を
出
た
時
の
様
子
を

「
栄
禄
及
董
福
祥
ノ
兵
及
義
和
団
徒

ハ

公
使
館
攻
撃
中

ニ
シ
テ
、
壁
上
ヨ
リ
大

砲
ヲ
以
テ
攻
撃
ス
ル
コ
ト
六

回

二
及

べ

へ
35
)

リ
」
と
陳
述
し
て
い
る
。

『拳
乱
紀
聞
』
の
七
月
二
十
七
日
の
条
に
も
当
時
の
こ

と
を

「使
館
を
包
囲
す
る
の
兵
、
み
な
栄
禄
の
部
下
、
董
福
祥
所
部
の
衆
、
嘉
奨

(
36
)

の
上
諭
を
得
て
よ
り
、
使
館
を
攻
撃
す
る
こ
と
益

々
は
げ
し
」
と
あ
る
。

八
月
十
五
日
公
使
館
街
は
救
出
さ
れ
、
両
宮
は
西
方

へ
蒙
塵
す
る
が
、
そ
の
直

後
の
十
七
日
、

コ
ン
ガ
ー
米
国
公
使
は

ヘ
イ
国
務
長
官
に
宛
て
、
西
太
后
や
政
府

が
、
公
使
館
救
出
の
直
前
ま
で
北
京
に
滞
り
、
公
使
館
攻
撃
を
組
織
し
指
揮
し
て

い
た
こ
と
、
及
び
全
軍
が
大
学
士
栄
禄
の
直
接
の
統
制
と
指
揮
を
う
け
て
い
た
こ

と
に
は
、
数
々
の
絶
対
的
な
証
拠
が
あ
る
、
そ
の
軍
服
や
旗
幟
か
ら
、
栄
禄
や
董

(
37
)

福
祥
の
軍
隊
で
あ
る
こ
と
が
す
ぐ
分

っ
た
と
報
告
し
て
い
る
。

連
合
軍
が
北
京
に
迫

っ
て
き
た
時
、
朝
廷
は
い
よ
/
＼

八
月
十

一
日
を
蒙
塵
の

日
と
決
め
、
そ
の
前
日
に
栄
禄
、
徐
桐
、
剛
毅
、
崇
綺
に
留
京
辮
事
を
命
じ
て
い

た
。
剛
毅
は
命
令
を
守
ら
ず
、
蒙
塵
し
た
両
宮
の
後
を
追

っ
て
盆
道
ま
で
き
た
と

こ
ろ
、
皇
帝
が
激
怒
し
て
回
京
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
西
太
后
の
と
り
な
し
で
随

(
38

)

行

を

許

さ

れ

る
と

い
う

一
幕

も

あ

っ
た

。

朝

廷

は

八
月

十

八

日

に
改

め

て
、

栄
禄

、

(
39
)

徐
桐
、
崇
綺
に
留
京
辮
事
の
旨
を
与
え
、
京
城
軍
務
に
あ
た
ら
せ
る
こ
と
に
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
栄
禄
、
崇
綺
も
命
令
を
守
ら
ず
、
十
五
日
ひ
そ
か
に
北
京
を
出
て
、

保
定
ま
で
来
て
い
た
。
徐
桐
は
十
六
日
に
自
殺
し
た
。
こ
の
四
人
が
命
令
違
反
を

行

っ
た
の
は
、
連
合
軍
か
ら
罪
を
問
わ
れ
る
の
を
恐
れ
、
禍
を
避
け
る
た
め
で
あ

(
40
)

っ
た

こ
と

は

明

ら

か

と

い
う

。

(
41
)

栄
禄
は
北
京

へ
も
ど
る
ど
こ
ろ
か
、
な
お
保
定
に
留

つ
て
い
た
が
、
列
国
間
に

自
分
の
責
任
を
追
及
す
る
気
運
が
あ
る
上
に
、
講
和
全
権
委
員
の
任
命
に
も
、
そ

れ
に
反
対
論
が
あ
る
こ
と
を
知

っ
て
、
八
月
三
十

一
日
に
は

「防
務
を
経
営
す
る

は
、
ま
さ
に
行
在
を
防
衛
す
る
所
以
で
、
自
ら
分
身
し
て
、
和
議
に
参
与
す
る
は

(
42
)

難

し

」

と

い

い
、

行

在

に
行

く

を

許

さ

れ

ん

こ
と
を

請

う

た
。

回

答

は

「
別

に

諭

旨

を

与

え

る

」

と

い
う

こ
と

で
あ

っ
た

が

、

そ

の
諭
旨

も

ま

た
ず

、

翌

九

月

一
日
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(
43
)

に
は
汽
車
で
定
州
ま
で
行

っ
た
。

栄
禄
は
さ
ら
に
当
時
の
鉄
路
の
終
着

正
定
ま
で
行
き
、
九
月
四
日
そ
こ
か
ら
婁

世
凱
に
電
を
寄
せ

「崇
綺
、
徐
桐
と
留
京
の
こ
と
は
照
例
の
事
に
係
り
、
留
守
議

(
昼
)

和
の
字
様
な
し
。
行
在
に
赴
い
て
、
夜
長
夢
多
を
免
れ
た
い
」
と
い

っ
て
い
る
。

全
権
委
員
就
任
を
い
と
い
、
早
く
行
在

に
逃
避
せ
ん
と
す
る
真
情
が
吐
露
さ
れ
て

い
る
。
彼
は
さ
ら
に
獲
鹿
ま
で
行

っ
た
。

朝
廷
で
は
栄
禄
を
全
権
に
添
派
す

る
勧
告
を
得
て
か
ら
も
、
し
ば
ら
く
は
情
勢

を
み
て
い
た
が
、
李
鴻
章
の
提
言
も

あ
り
、

つ
い
に
九
月
七
日
上
諭
が
出
さ
れ
、

前
述
の
如
く

「言
を
弄
し
て
責
任
の
が
れ
は
許
さ
な
い
」
と
言
わ
れ
て
は
、
栄
禄

も
拒
否
し
き
れ
な
か

っ
た
。

「奴
才
は
知
識
庸
愚
に
し
て
、
よ
く
こ
の
重
任
に
た

(
43
)

え
ん
や
」
の
謙
遜
の
言
葉
通
り
、
就

任
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
い
う
の
が

本
音
で
あ

っ
た
ろ
う
。
外
国
側
で
も
彼

が
就
任
に
気
が
進
ま
な
い
の
は
み
て
と

っ

(
46
)

て

い

た
。

こ
う

し

て
彼

は
九

月

十

五

日

に
保

定

ま

で

も

ど
り

、

や

む

を

得

ず

任

務

を

遂

行

(
47

)

せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
観
念
し
て
い
た
。
し
か
し
全
権
の
正
式
任
命
よ
り
の
ち
、

か
え

っ
て
列
国
間
に
反
対
の
声
が
高

ま
り
、
盛
宣
懐

の
勧
告
も
あ
り
、
李
鴻
章
も

前
言
を
ひ
る
が
え
し
栄
禄
を
か
ば

っ
た
の
で
、
結
局
栄
禄
を
解
任
し
、
行
在
に
行

か
せ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

こ
れ
を
う
け
て
栄
禄
は

「李
鴻
章

の
言
う
所
、
各
使
は
、
使
館
を
囲
攻
す
る
は

奴
才
の
所
部
の
各
営
に
係
り
、
保
護

す
る
を
肯
せ
ず
、
な
お
強
い
て
行
か
ば
、
そ

の
険
測
り
難
し
…
と
。
各
使
の
使
館
攻

撃
の
嫌
疑
を
以
て
保
護
、
接
待
す
る
を
肯

ぜ
ざ
る
、
そ
の
心
測
り
難
き
も
、
奴
才

の

一
死
は
惜
し
む
に
足
ら
ず
。
た
だ
奴
才

(
48

)

の
た
め
に
全
局
を
製
動
し
、
誤
り
を
残
す
こ
と
浅
か
ら
ざ
る
を
恐
る
」
と
言

っ
て

い
る
が
、
自
分
が
解
任
さ
れ
る
こ
と
で
、
む
し
ろ
全
局
が
好
転
し
、
自
分
も
夜
長

夢
多
の
状
況
を
免
か
れ
る
の
は
、
も

と
よ
り
願
う
所
で
あ

っ
た
ろ
う
。

こ
う
し
て
栄
禄
の
全
権
任
免
問
題

は
落
着
し
た
。
栄
禄
は
事
変
の
責
任
の
追
及

を
恐
れ
、
全
権
就
任
を
出
来
る
だ
け
回
避
し
た
。
し
か
し
、
列
国
側
で
は
、
逆
に

九
月
二
十
五
日
に
出
さ
れ
た
第

一
回
の
元
兇
処
罰
リ
ス
ト
に
、
栄
禄
と
董
福
祥
の

(
49

a

)

名
が
な
い
点
に
不
満
で
あ

っ
た
。
列
国
は
そ
の
後
も
、
栄
禄
、
董
福
祥
、
剛
毅

の

厳
重
処
分
を
要
求
し
、
も
し
朝
廷
が
厳
辮
す
る
な
ら
、
列
国
兵
の
西
行
を
や
め
る

(
49
b

)

で
あ
ろ
う
と
迫

っ
て
い
た
。
北
京
の
実
情
を
知
ら
な
い
南
方
督
撫
は
こ
れ
を
聞
い

(
50
)

て
意
外
で
あ

っ
た
。

こ
れ
よ
り
み
て
も
、
栄
禄
が
全
権
を
解
任
さ
れ
、
行
在
に
行
け
た
こ
と
は
彼
目

身
に
と

っ
て
幸
運
で
あ

っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
外
国
側
か
ら
強
く
処
分
す
る
こ
と
を

(
51

a
)

要
求
さ
れ
て
い
た
董
福
祥
の
厳
罰
に
、
栄
禄
が
反
対
し
た
の
も
そ
れ
が
我
が
身
に

及
ぶ
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

事
変
後
、
革
職
、
降
調
の
処
分
を
う
け
た
董
福
祥
は
、
罪
を
問
わ
れ
な
い
で
、

な
お
政
府
枢
要
の
地
位
に
あ
る
栄
禄
に
対
し
て
、
翌
年
上
書
し
て

「今
、
栄
中
堂

魏
然
と
し
て
政
を
執
り
、
而
し
て
祥
は
罪
せ
ら
る
。
祥
、
愚
驚
な
り
と
雛
ど
も
、

そ
の
故
を
解
せ
ず
。
…
中
堂
、
拳
民
を
撫
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
則
ち
李
来
中
を
薦
め
、

中
堂
、
外
国
を
攻
め
ん
と
欲
せ
ば
、
則
ち
祥
は
命
を
か
け
て
死
斗
し
、
而
し
て
今

ひ
と
り
罪
を
祥
に
帰
す
…
」
と
公
使
館
攻
撃
に
は
疑
念
あ
り
な
が
ら
も
、
す
べ
て

(
51
b

)

栄
禄
の
命
令
通
り
行
動
し
て
今
こ
の
結
果
と
な

っ
た
、
と
い

っ
た
。
栄
禄
は
こ
の

(
52

)

書

を

う

け

と

り

、
「
置

い

て
答

え

ず

」
と

あ

る
。

栄
禄

に

と

っ
て

は
自

責

の
念

に
か

ら
ざ

る
を

得

な

か

っ
た

で
あ

ろ
う

。

も

っ
と
も

こ

の
記

録

に

つ
い

て

は

、

戴

玄
之

や
、

C

・
タ

ン

は
信

頼

で
き

な

い

(
53

)

と

そ

の
信

懸

性

を
疑

っ
て

い

る
。

四

公
使
館
攻
撃
で
は
武
衛
中
軍
が
中
途
よ
り
控
え
、
従

っ
て
攻
撃
は
董
福
祥
軍
及

び
義
和
国
が
中
心
で
あ

っ
た
。
し
か
し
栄
禄
は
武
衛
全
軍
の
総
帥
で
あ
れ
ば
、
い

か
に
董
軍
が
中
心
で
あ

っ
て
も
、
外
国
人
の
目
か
ら
は
、
そ
の
責
任
は
免
れ
な
い
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所
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
の
事
変
の
中
で
、
栄
禄

が
部
下
の
董
福
祥
を
統
禦
で
き
な
か

っ
た
の

r
は
事
実

で
あ

っ
た
。
董
福
祥
が
、

一
八
九
〇
年
甘
粛
提
督
に
な

っ
た
頃
よ
り
、
栄

禄
と
知
り
合

い
、
兄
弟
の
契
を
結
ん
だ
と
い
う
。
九
八
年
董
の
兵
が
鉄
路
技
師
を

(
≦5
)

殴
辱
し
た
時
、
栄
禄
が
か
ば

っ
て
よ
り
、
董
福
祥
は
驕
横
に
な

っ
た
と
。
か
つ
て

栄
禄
が
諸
将
を
召
し
て
酒
宴
を
は

っ
た
時
、
董
が
上
坐
に
す
わ

っ
た
。
宴
た
け
な

わ
と
な
り
、
董
福
祥
が
栄
禄
を
字
で
も

っ
て

"仲
華
"
と
呼
ん
だ
。
栄
禄
は
何
と

(
55
)

も
で
き
ず

「
黙
然
と
し
て
楽
し
ま
ず
、
酒
を
罷
む
」
と
あ
る
。
も
と
く

栄
禄
は

号

一
華
福
祥
に
抑
え
が
き
か
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
六
月
十

一
日
、
H
本
公
使
館
杉
山

12

.
彬
轡
記
官
が
董
軍
に
よ

っ
て
殺
害
さ
れ
た
時
、
栄
禄
は
こ
れ
を
聞
い
て
大
い
に
驚

堕
き
、
董
を
召
問
し
よ
う
と
し
た
が
、
西
太
后
の
密
旨
を
奉
じ
て
い
る
と
称
し
出
頭

要

…
し
な
い
。
栄
禄
は
西
太
后
に
そ
の
不
可
を
力
言
す
る
と
、
太
后
も
や
＼
悟

っ
た
の

紀

で
、
旨
を
請
う
て
来
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
も
肯
じ
な
い
。
栄
禄
は
怒

っ
て

学

軍
法
に
か
《

う
と
す
る
と
、
南
苑

に
帰

.
た
と
。

扁

祥
の
蹟
旭
の
情
形
ほ
ぼ

大

こ

こ

に
見

る
」

と
あ

る
。

栄
禄

は

彼

を

い
か

ん

と

も

し

難

か

っ
た
。

こ

の
点

に
関

良

し
、
栄
禄
も

量

は
驕
す

で
に
極
ま
似

栄
禄
の
縞

を
う
け
な
い
。
董
は
建

聯
拳
滅
洋
を
説
と
し
て
い
る
が
、近
頃

は
端
郡
王
が
非
常
に
彼
を
庇
護
し
て
い
る
」

奈

と
董
を
統
禦
し
き
れ
な
い
状
況
を
自

認
し
て
い
る
。

六
月
二
十
日
、
董
軍
、
武
衛
軍
が
掠
奪
、
焼
殿
を
ほ
し
い
ま

＼
に
し
、
名
数
の

死
傷
者
も
出
て
、
貝
子
博
倫
ら
が
争

っ
て
栄
禄
に
告
げ
た
が
、
栄
禄
は
制
す
る
能

へ
52
㌧

は
ず
と
あ
る
。

『夢
蕉
亭
雑
記
』
に
よ
れ
ば

「
董
福
祥
、
武
衛
後
軍
を
帯
し
て
、
の
ち
栄
相
の

節
制
に
帰
す
。
何
ぞ
端
郡
⊥
戴
騎
あ

い
結
納
し
て
、
己
の
用
と
な
す
。
福
祥
も
滅

へ
59
)

洋

を

も

っ
て
自

在

と
な

す

。

栄

禄

、

再

三
戒

飾

す

る

も

、

つ
い

に
命

を

き

か

ず

」

と

い
う

こ
と

で
あ

っ
た
。

栄
禄
が
、
外
国
人
間
に
評
判
を
悪
く
し
た
の
は
、
そ
の
直
轄
す
る
武
衛
中
軍
が
、

公
使
館
攻
撃
の
初
期
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
果
し
た
と
同
時
に
、
全
期
間
を
通

じ
て
中
軍
や
武
衛
軍
が
掠
奪

・
焼
鍛

・
暴
行
を
ほ
し
い
ま
＼
に
し
た
こ
と
、
そ
の

総
帥
者
で
あ
る
栄
禄
が
そ
れ
を
統
制
で
き
な
か

っ
た
点
に
あ
る
。
掠
奪

・
焼
鍛
対

象
は
政
府
高
官
か
ら
、
外
国
人
、
教
会
、
中
国
人
改
宗
者
、

一
般
大
衆
に
及
び
、

時
に
は
義
和
団
擁
護
派
の
人
も
被
害
に
会
う
こ
と
が
あ

っ
た
。

六
月
二
十
日
、
廿
軍
、
武
衛
軍
は
、
大
学
士
孫
家
鼎
、
大
学
士
徐
桐
、
銭
広
薄

尚
書
や
粛
王
の
邸
宅
を
掠
奪
し
、
翰
林
院
、
吏
部
、
礼
部
等
の
衙
門
を
焼
殿
し
、

(
60
)

銭
尚
書
は
外
国
兵
に
よ

っ
て
護
衛
さ
れ
て
難
を
免
れ
た
と
い
う
。
徐
桐
は
義
和
団

擁
護
派
で
あ

っ
た
。

「掠
奪
に
つ
ぐ
に
焚
を
以
て
し
、
誠
に
忌
揮
な
き
な
り
。
先

ず
掠
奪
す
る
者
は
甘
軍
な
り
、
而
し
て
統
制
を
司
る
者
は
武
衛
中
軍
な
り
。
た
だ

統
制
も
能
は
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
に
従

っ
て
掠
奪
す
…
…
官
兵
は
土
匪
に
比

(
61
)

べ
尤
も
は
げ
し
」
と
あ
る
。

へ㏄
)「武
衛
各
軍
は
各
処
に
お
い
て
財
物
を
掠
奪
し
、
均
し
く
大
街
に
お
い
て
出
売

す
」
と
い

っ
た
よ
う
な
掠
奪
、
焼
殿
、
暴
行
の
記
事
は

『庚
子
記
事
』
に
連
日
の

如
く
見
え
、
董
福
祥
の
甘
軍
と
栄
禄
の
武
衛
中
軍
が
激
し
か

っ
た
の
も
事
実
で
あ

る
。

「大
学
士
栄
禄
は
兵
を
知
る
と
自
負
し
、
太
后
再
び
垂
簾
し
、
こ
と
ご
と
く

兵
権
を
以
て
之
に
委
ね
、
み
な

一
人
の
節
制
に
帰
す
。
所
謂
北
洋
五
大
軍
な
り
。

…
…
武
衛
中
軍
、
城
内
外
に
分
布
し
、
博
変

・
飲
酒
を
好
み
、
都
市
に
横
行
す
。

都
人
こ
れ
が
た
め
に
謡
言
し
て
日
う

"武
衛
軍
は
虎
狼
の
如
し
、
誰
が
将
軍
か
と

(
63
)

思
え
ば
、
栄
中
堂
"
」
と
あ
り
、
ま
た

「各
処
に
兵
勇
雲
集
し
、
賢
愚
等
し
か
ら

ず
、
各
営
の
統
帯
に
ま
た
価
民
の
人
を
得
難
し
。
兇
横
な
る
者
に
至
り
て
は
、
武

(
餌
)

衛
中
軍
よ
り
過
ぐ
る
な
し
」
と
あ
る
。

さ
き
に
栄
禄
が
全
権
委
員
に
任
命
さ
れ
ん
と
し
、
独
国
領
事
が
反
対
し
た
時
、

張
之
洞
が
、
栄
禄
の
軍
中
に
粗
雑
な
者
が
混
じ
る
の
も
や
む
を
得
な
い
、
と
弁
護

し
た
が
、
こ
れ
に
関
し
次
の
よ
う
な
記
事
も
あ
る
。
董
福
祥
が
公
使
館
を
攻
撃
し
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始
め
た
時
、
西
太
后
が

「何
日
で
勝

つ
こ
と
が
で
き
る
か
」
と

問

う

と
、

董
は

「五
日
必
ず
こ
れ
を
滅
す
」

「十
日
必
ず
抜
く
」
と
。
と
こ
ろ
が
そ
の
通
り
な
ら

な
か

っ
た
の
で
、
提
督
余
虎
恩
が
、
董
福
祥
と
栄
禄

の
前
で
争

っ
た
。
余
虎
恩
が

な
じ

っ
た
の
で
董
福
祥
が
怒

っ
て
こ
れ
を
殺
さ
ん
と
し
た
が
、
栄
禄
が
身
を
以
て

か
ば

っ
た
。
そ
れ
で
栄
禄
は
余
虎
恩
に
別
に
十
営
を
募
集
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
、

市
井

の
無
頼
を
集
め
、
倉
卒
に
軍
を
編
成
し
た
の
で
、
惟
怯
も

っ
と
も
甚
だ
し
か

(
65
)

っ
た

と

い

う

。

五

講
和
会
議
の
段
階
に
入

っ
て
、
日
本

が
ま

っ
先
に
栄
禄
を
全
権
委
員
に
推
薦
し

た
事
情
に
次
の
よ
う
な
背
景
が
あ

っ
た
。
北
京
公
使
館
が
官
兵

・
義
和
団
に
包
囲

さ
れ
、
北
京
か
ら
の
通
信
が
殆
ん
ど
杜
絶
し
た
時
、
事
変
の
情
報
を
積
極
的
に
収

集
し
、
政
府
に
報
告
し
た
の
は
上
海
駐
在
小
田
切
総
領
事
代
理
で
あ

っ
た
。

小
田
切
総
領
事
代
理
は
六
月
三
十
日
に
、
日
本
陸
軍
教
官
か
ら
得
た
情
報
を
打

電
し
て
き
た
。

「栄
禄

ハ
屡
々
西
太
后

及
皇
上

二
上
奏
シ
、
必
要
ノ
措
置
ヲ
執
リ

テ
義
和
団
ヲ
鎮
圧
シ
、
好
意
的
協
定

ヲ
遂
ク
ル
ノ
目
的
ヲ
以
テ
、
列
国
公
使
ト
交

渉
ヲ
開
カ
レ
ン
コ
ト
ヲ
勧
告

シ
タ
リ
。
然
レ
ド
モ
両
陛
下
ノ
侍
従
、
親
王
、
輔
相

其
他
高
官

二
在
ル
多
数
ノ
満
州
人
ガ
、
殆
ン
ド
皆
義
和
団

二
同
情
ヲ
有

ス
ル
モ
ノ

ナ
ル
ニ
依
リ
、
両
陛
下

ハ
到
底
其
ノ
勧
告
ヲ
容
ル
・
能

ハ
ザ
ル
ノ
地
位

二
在
リ
、

加

工
目
下
北
京

二
於
ケ
ル
諸
軍
隊
ノ
士
卒
ノ
大
部

ハ
、
義
和
団
徒

ヨ
リ
成
レ
リ
。

栄
禄

ハ
事
情
如
此
ナ
ル
ニ
モ
抱

ハ
ラ
ズ
、
列
国
公
使
ト
会
商
セ
ン
ト
欲
シ
、
列
国

公
使

ハ
指
定
ノ
時
日
二
於
テ
総
理
衙
門

二
会
同
セ
ン
ト
セ
リ
。
然

ル
ニ
其
当
日

二

至
リ
、
独
国
公
使

ハ
神
機
営

二
属

ス
ル
兵
士
ノ
為

メ
ニ
銃
殺
セ
ラ
レ
タ
リ
、
是
ヨ

リ
事
態
愈
々
重
大
ト
ナ
リ
、
最
早
好
意

的
協
定

ハ
到
底
望
ナ
キ

ニ
至
レ
リ
。
右

ハ

(
66
)

極
メ
テ
内
密
ナ
リ
」
と
。

そ
し
て
公
使
館
攻
防
も
休
戦
期
間
に
入
り
、
栄
禄
が
使
館
保
護
に
尽
力
す
る
七

月
下
旬
に
は

「在
京
各
公
使
ハ
暗
中
慶
親
王
、
栄
禄
等
ノ
保
護
ヲ
受
ケ
居
ル
モ
ノ

(
67

)

ノ
如
シ
」
と
報
告
し
、
栄
禄
ら
が
公
使
館
に
対
し
好
意
的
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て

き
た
。

さ
ら
に
北
京
公
使
館
救
出
も
間
近
に
迫

っ
て
き
た
八
月
十
二
日
に
は

「団
匪
初

メ
テ
起
リ
シ
時
、
栄
禄

ハ
頗
ル
之
ヲ
憂
ヒ
、
我
六
月
十
五
日
、
李
鴻
章
ヲ
召
シ
テ

和
ヲ
議
セ
シ
メ
、
衰
世
凱
ヲ
召
シ
テ
団
匪
ヲ
劉
討
セ
シ
ム
ベ
シ
ト
建
議
シ
、
其
計

(
68
)

画
周
祥

ニ
シ
テ
頗
ル
欽
侃

ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
リ
キ
」
と
報
告
し
た
。
こ
の
三
通
を
み

れ
ば
、
栄
禄
が
義
和
団
反
対
派
、
和
平
派
の
人
物
で
、
公
使
館
に
は
好
意
的
で
、

し
か
も
事
態
収
拾
の
策
も
有
し
て
い
る
と
判
断
す
る
の
は
当
然
で
あ

っ
た
。
第
三

報
を
日
本
外
務
省
が
接
受
し
た
の
は
、
八
月
二
十
二
日
、
公
使
館
が
救
出
さ
れ
た

直
後
、
講
和
会
議

の
段
階
に
入

っ
た
時
で
あ

っ
た
。
こ
の
情
報
を
得
て
青
木
外
相

は
、
前
述

の
如
く
直
ち
に
翌
日
と
翌
々
日
に
駐
日
李
盛
鐸
清
国
公
使
と
上
海
駐
在

小
田
切
総
領
事
代
理
に

「慶
親
王
、
栄
禄
ノ
如
キ
平
和
派
ノ
人
物
ヲ
全
権

二
加

ヘ

ル
コ
ト
重
要
ナ
リ
」
と
し
、
李
鴻
章
に
そ
の
旨
伝
え
る
よ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
要
請
、

訓
令
し
た
の
で
あ
る
。
全
く
小
田
切
総
領
事
代
理
の
情
報
に
基
い
て
い
る
の
で
あ

る
。と

こ
ろ
が
、
北
京
駐
在
西
公
使
は

「外
国
代
表
者

ハ
同
氏
ヲ
以
テ
、
今
回
ノ
大

騒
乱

二
対

ス
ル
責
任
者

ノ

一
人
ト
思
惟

シ
居
レ
リ
」
と
い
う
と
同
時
に
、

「本
官

(
69

)

ハ
同
人
ノ
日
本
党
タ
ル
ヲ
曽
テ
聞
知
セ
ズ
」
と
報
告
す
る
よ
う
に
、
栄
禄
は
決
し

て
親
日
派
で
も
な
く
、
従

っ
て
全
権
委
員
に
な

っ
て
も
、
日
本
の
講
和
会
議
に
お

け
る
立
場
に
そ
う
有
利
に
な
る
ま
い
と
判
断
し
て
い
た
。

栄
禄

の
全
権
就
任
反
対
論
の
中
で
、

コ
ン
ガ
ー
米
国
公
使
は
日
本
に
対
し

「
同

氏

ノ
任
命

ハ
貴
大
臣

ノ
推
薦

二
其
ク
モ
ノ
ナ
リ
ト
ノ
故

ヲ
以
テ
、
我
軍
隊
ヲ
シ
テ

之

ヲ
保
護

セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
需
メ
」
き
た
の
で
、
西
公
使
は

「
列
国
ノ
注
意
ヲ
惹

カ
ザ
ル
ガ
如
キ
方
法
ヲ
以
テ
、
之

二
保
護
ヲ
与
フ
ル
ヲ
良
策
ト
思
考

シ
」
と
列
国

(
70
)

に
も
非
常
に
配
慮
し
、
そ
の
申
し
出
は
青
木
外
相
に
よ

っ
て
是
認
さ
れ
た
。
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奈

底

行
に
有
効
で
あ
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
・
先
走
り
を
し
て
し
ま

っ
た
訳

で
あ
る
。

一
度
任
命
さ
れ
た
全
権
委
員
が
す
ぐ
解
任
さ
れ
る
と
い
う
不
手
際
の

一

端
は
、
日
本
外
交
当
事
者
の
、
不
十
分

な
情
報
と
、
そ
れ
に
伴

っ
た
対
応
の
仕
方

に
よ
る
所
大
き
い
の
で
あ
る
。

清
国
で
も
、
栄
禄

の
全
権
実
現
が
不
可
能
で
あ
る
場
合
も
慮

っ
て
か
、
栄
禄
を

全
権
委
員
と
し
て
で
は
な
く
、
「便
宜
辮
事
ト
シ
テ
任
命
」
せ
し
め
る
と
か
、
「慶

へ
71

)

親
王
ノ
顧
問
」
と
し
て
任
命
す
る
と
か
、
日
本

へ
の
配
慮
も
さ
れ
て
い
た
。

日
本
も
、
特
に
親
日
派
で
も
な
い
栄
禄
を
是
非
と
も
全
権
に
す
る
必
要
も
な
く

「他

ノ
列
国
政
府
ガ
、
其
全
権
ヲ
認
可

シ
、
之
ト
商
議
ヲ
開
始
ス
ル
ニ
異
議
ナ
キ

皿

(
72
)

限
リ
、
帝
国
政
府

二
於
テ
、
固
ヨ
リ
異
議
無
之
候
」
と
ほ
ぼ
断
念
し
て
い
る
旨
を

李
盛
鐸
に
伝
え
、
無
理
に
主
張
す
る
こ
と
も
な
か

っ
た
。

当
時
北
京
に
い
た
内
田
外
務
省
通
商
局
長
は
、
中
国
側
資
料
に
よ
る
と

「各
国

」
使
臣
は
、
使
館
攻
撃
は
栄
禄

の
所
部

の
各
営
に
係
る
に
よ
り
、
保
謹

接
待
を
ゆ

落

さ
ざ
る
を
調
定
実

こ
れ
よ
り
朱

呆

外
務
部
は
細
部
を
知
ら
ず

栄
禄
を

[
添
脈
警

を
請
わ
ん
を
商
り
、
こ
の
議
あ
り
。

菌

に
て
敢
て
保
護
す
る
所
に
あ

ら
ず
。
」
と
弁
明
し
て
い
た
。

結
局
、
日
本
政
府
は
小
田
切
総
領
事
代
理
の
熱
心
な
報
告
に
よ

っ
て
、
栄
禄

の

公
使
館
攻
撃
の
事
実
、
そ
れ
に
よ
る
列
国
の
栄
禄

へ
の
憎
悪
を
知
ら
な
い
ま
＼
、

平
和
派
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
、
他
国
に
先
ん
じ
て
栄
禄
を
推
薦
し
て
、
結
局
列
国

の
反
対
に
会
う
こ
と
に
な

っ
た
。
ま
た
遠
く
広
東
に
い
た
李
鴻
章
も
、
北
京
の
実

情
を
よ
く
知
ら
な
い
ま
＼
、
日
本
か
ら

の
勧
告
を
そ
の
ま

＼
う
け
入
れ
、
栄
禄
の

添
派
を
上
奏
し
て
い
た
訳
で
あ
る
。

}

日
本
は
公
使
館
救
出
の
軍
事
的
行
動
に
お
い
て
八
ケ
国
連
合
軍
中
、
卒
先
し
て

一
活
躍
し
た
が
、
講
和
会
議
開
始

の
際
に
、
全
権
委
員
任
命
問
題
で
、
こ
れ
が
会
議

-
!、

栄
禄
は
、
外
国
と
の
重
要
な
対
応
を
決
定
す

べ
き
会
議
に
出
席
し
な
か

っ
た
り
、

出
席
し
て
も
殆
ん
ど
発
言
せ
ず
、
発
言
し
て
も
非
常
に
慎
重
で
、
或
い
は
ほ
ぼ
大

(
73
b

)

約

意

見

が

出

揃

っ
た

後

で
、

発

言

し

た
り

、

他

人

に
代

弁

さ

せ

た

り

、

も

と

よ

り

"
諌

死

"

す

る

な

ど

は

な

く
、

む

し

ろ
逆

で
、

は

っ
き

り

自

説

を

主

張

す

る

こ

と

も
な
か

っ
た
。
も
と
ー

義
和
団
反
対
派
で
あ

っ
た
が
、
六
月
二
十
日
、
朱
祖
謀

が
、
使
館
を
攻
め
る
な
き
こ
と
を
請
う
た
の
で
、
皇
帝
が
栄
禄
を
し
て
問
状
せ
し

め
た
と
こ
ろ
、
朱
祖
謀
は
詳
細
に
戦
い
を
や
め
る
こ
と
説
い
た
が
、
栄
禄
は
そ
れ

(
74

)

を
上
奏
す
る
を
肯
じ
な
か

っ
た
、
と
。

と
こ
ろ
が
そ
の
朱
祖
謀
の
影
響
と
も
思
わ
れ
る
が
、
公
使
館
攻
撃
の
早
期
決
着

に
失
敗
し
た
六
月
二
十
六
日
に
は
、
保
定
よ
り
南
方
の
諸
督
撫
宛
て
に

「
一
弱
国

を
以
て
十
数
強
国
に
当
る
。
危
亡
た
ち
ど
こ
ろ
に
見
わ
る
。
両
国
あ
い
戦
う
も
、

使
臣
を
罪
せ
ざ
る
は
、
古
よ
り
皆
然
り
と
す
。
祖
宗

の
創
業
の
難
難
な
る
を
、

一

旦
邪
匪
に
惑
わ
さ
れ
て
軽
し
く

一
郷
す
。
可
な
ら
ん
や
。
此
れ
悉
く
智
者
を
待
ち

て
知
る
べ
き
こ
と
に
非
ざ
る
な
り
。
…
…
奏
片
を
上
る
こ
と
七
次
、
以
て
勉
強
す

(
75
)

る
な
く
、
疾
を
力
め
て
出
陣
す
る
も
、
勢
も

っ
と
も
挽
回
し
難
し
」
と
公
使
館
攻

撃
の
不
可
の
旨
を
発
し
て
い
る
。

六
月
二
十
日
か
ら
公
使
館
攻
撃
に
加

っ
た
も
の
の
、
董
福
祥
の
い
う

「
五
日
必

職
之
」
の
期
間
が
過
ぎ
て
も
、
実
際
そ
の
通
り
に
な
ら
ず
持
久
戦
に
入
る
と
、
公

使
館
攻
撃
と
い
う
事
の
大
き
さ
に
驚
き
、
こ
れ
の
も
た
ら
す
結
果
の
大
な
る
に
反

省
し
、
戦
後
に
来
る
べ
き
問
題
を
い
ち
早
く
感
じ
と

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

六
月
二
十
五
日
に
は
早
く
も
、
開
砲
禁
止
命
令
を
出
し
、
公
使
館
と
連
絡
を
と
り

(
76

)

 始
め
た
。
そ
れ
以
降
は
先
人
の
言
及
す
る
よ
う
に
、
公
使
館
を
防
衛
す
る
た
め
苦

脳
し
、
そ
の
た
め
に
尽
力
し
た
。

「使
館
を
攻
め
る
こ
と
久
し
き
も
下
せ
ず
、
衆
意
や
＼
怠
る
。
栄
相
、
大
勢
順
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ず
る
な
き
を
み
、
即
ち
方
針
を
改
め
、

ひ
そ
か
に
使
署
と
消
息
を
通
じ
、
或
い
は

旨
を
奉
ず
る
と
称
し
、
瓜
菓
蘇
菜
を
送
り
、
東
交
民
巷

口
に
至

っ
て
、
洋
人
の
出

(
77
)

入
を
許
す
。

一
面
設
法
し
て
兵
匪
を
索
制
し
、
急
ぎ
攻
む
る
を
得
ざ
ら
し
む
」
と

ま
さ
に
開
戦
数
日
後
よ
り
、

「両
端
」
を
と
り
始
め
た
。

要
す
る
栄
禄
は

ω訂
Φ≦
ユ
ヨ
①ロ

で
あ

っ
た
と
い
う
。
開
戦
の
頃
で
も
、
は

っ

き
り
と
反
対
を
主
張
す
る
こ
と
で
、
自
分

の
首
を
し
め
る
よ
う
な
危
険
は
冒
さ
な

(
78
)

か

っ
た
し
、
ま
た
和
平
派
の
許
景
澄
、
衰
艇
が
反
対
を
上
奏
し
て
処
刑
さ
れ
る
の

は
李
乗
衡
の
主
張
あ
ず
か

っ
て
力
あ

っ
た
が
、
栄
禄
は
こ
れ
と
争
う
こ
と
も
し
な

(79
)

〉

つ

こ
o

-刀

議み
『
崇

陵

伝

信

録

』

に

「
使

館

…

…

…

武

衛

軍

こ
れ

を

環

攻

す

。

つ
い

に
克

つ
能

わ

ず

。

或

る

人

云
う

栄

相

こ

れ
を

左
右

す

と
。

ド

ー

ン

ド
ー

ン
た

る

音

み

な

空

砲

(
80
)

な
り
、
且

つ
ひ
そ
か
に
粟
米
瓜
菓
を
致
す
、
他
日
議
和
の
地
の
た
め
な
り
」
と
あ

る
の
も
、
公
使
館
を
落
し
得
な
い
の
を

み
て
、
後
日
議
和
の
余
地
を
残
す
と
同
時

に
、
臼
己
の
立
場
を
有
利
に
す
る
よ
う
に
、
と
解
釈
は
で
き
な
い
か
。

李
剣
農
は
つ
と
に
、
こ
う
言

っ
て
い
る
。

コ

面
董
福
祥
に
命
じ
使
館
を
攻
撃

さ
せ
、

一
面
人
に
向

っ
て

『
両
国
あ
い
戦
う
も
、
使
臣
を
罪
せ
ず
』
と
。
こ
の
種
、

ど

っ
ち

つ
か
ず
の
ず
る
さ
の
罪
悪
、
実

に
剛
毅
、
戴
満
の
諸
人
に
万
倍
す
。
今
回

(
81
)

の

一
事
、
栄
禄
は
ゆ
る
す
べ
か
ら
ざ
る

の

一
人
」
と
。
栄
禄
は
今
回
の
事
変
の
む

し
ろ

「
元
兇
」
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

八
月
四
日
小
田
切
総
領
事
代
理
が
、
李
鴻
章
と
会
見
し
た
際
、
李
鴻
章
は

「北

京
政
府
ノ
無
謀
愚
策
ヲ
嘆
ジ
、
衷
艇
及
許
景
澄
ノ
斬
首
セ
ラ
レ
タ
ル
コ
ト
ニ
対
シ
、

大

二
悲
憐
ノ
意
ヲ
表

シ
、
栄
禄
ガ
其
ノ
部
下
ヲ
統
御
ス
ル
能

ハ
ザ
ル
事
ヲ
罵
言
シ

(
82
)

タ
リ
」
と
い
う
が
、
李
鴻
章
と
栄
禄
と
は
以
前
よ
り
親
密
で
、
当
時
も
互
い
に
か

ば
い
合

っ
て
い
た
。
李
希
聖

『
庚
子
国
変
記
』
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

「鴻
章
、

直
隷
総
督
を
も

っ
て
内
召
す
る
に
及
び
、
太
后
の
意
測
ら
れ
ず
、
栄
禄
ひ
そ
か
に

鴻
章
に
報
ず
。
鴻
章
病
を
謝
し
行
か
ず

し
て
免
る
。
故
に
禄
を
徳
と
す
る
こ
と
尤

も
深
し
。
拳
乱
起
り
、
禄
、
武
衛
中
軍
を
も

っ
て
使
館
を
攻
む
。
董
福
祥
は
ま
た

禄

の
所
部
た
り
。
夷
人
、
首
禍
を
詠
せ
ん
と
し
、
禄
の
名
、
約
中
に
在
り
。
乃
ち

免
れ
ん
こ
と
を
鴻
章
に
求
む
。
鴻
章
こ
れ
を
は
ず
す
。
そ
の
脱
す
る
所
以
に
至
り

て
は
、
事
秘
密
に
し
て
世
間
こ
と
ご
と
く
は
知
ら
ず
。
禄
う
ち
拳
匪
を
主

っ
て
戴

潴
に
附
し
、
而
し
て
そ
と
激
昂
を
な
し
、
七
次
上
書
し
て
こ
れ
を
争
う
も
得
る
能

わ
ざ
る
と
称
し
、
頗
る
揚
言
し
て
自
ら
解
か
ん
と
す
。
世
間
或
い
は
多
く
こ
れ
を

(
83
)

信
ず
」
と
。

『
西
巡
回
攣
始
末
記
』
で
は
栄
禄
を

「肇
禍
諸
王
大
臣
記
」
の
中
に
入
れ
、事
変

後
も
い
よ
ー

枢
要
の
地
位
に
あ
る
栄
禄
と
、
死
去
し
た
剛
毅
を
比
べ
、

「
そ
の

同
じ
く
国
賊
た
り
、
同
じ
く
国
禍
を
醸
す
に
至
り
て
は
、
則
ち
二
人
の
土
ハ謀
す
る

所
、
末
世
に
及
ぶ
と
雛
も
、
分

つ
能
わ
ざ
る
な
り
。
近
日
議
者
、
剛
す
で
に
死
す

る
を
み
れ
ば
、
則
ち
よ

っ
て
追
い
う
ち
を
か
け
、
栄
の
な
お
盛
ん
な
る
を
み
れ
ば
、

こ
れ
を
ほ
め
あ
ぐ
。
こ
れ
を
お
さ
え
て
地
に
入
れ
、
こ
れ
を
あ
げ
て
天
に
升
せ
ん

(
84
)

と
欲
す
。
難
し
い
哉
」
と
当
時
評
論
し
て
い
る
。

の
ち
元
兇
処
罰
の
際
、
義
和
団
擁
護
派
は
、
皇
族
で
も
、
地
方

の
微
官
で
も
、

均
し
く
刑
罰
を
免
れ
な
か

っ
た
の
に
、
ひ
と
り
栄
禄
の
み
は
免
か
れ
、
な
お
政
府

枢
要
の
地
位
に
あ
る
の
は

「網
漏
呑
舟

(法
網
は
舟
を
呑
み
こ
む
大
魚

の
よ
う
な

(
85
)

大
罪
人
を
の
が
し
て
処
分
し
な
い
)
」
で
あ

っ
た
と
さ
れ
る
。

し
か
も
、
行
在
に
行

っ
て
か
ら
も
、
栄
禄
は
軍
機
大
臣
と
し
て
宮
廷
の
中
心
に

あ

っ
た
。
董
福
祥
ら
の
元
兇
処
分
を
は
じ
め
、
講

和

会

議

も
裏
面
で
指
導
し
、

(
86
)

「天
下
の
事
、
み
な
大
抵
栄
禄
に
決
す
」
と
い
う
実
力
者
ぶ
り
を
発
揮
し
た
。
今

回
の
事
変
で

「和
議
調
印
は
、
も
と
よ
り
、
両
全
権
の
因
応
威
宜
に
よ
る
。
而
し

て
文
忠
の
造
膝
密
陳
、
委
曲
求
全
そ
の
功
も

っ
と
も
偉
大
な
る
こ
と
、
外
廷
え
て

知
ら
ざ
る
な
り
」

「宮
は
蒙
塵
す
る
も
よ
く
宮
室
慈
な
き
を
致
し
、
法
駕
回
京
を

致
す
は
も
と
よ
り
両
全
権
の
因
応
威
宜
に
よ
る
。
而
し
て
、
文
忠
の
造
膝
密
陳
、

黙
回
天
聴
、
そ
の
功
も

っ
と
も
巨
た
り
。
蓋
し
、
枢
府
そ
の
人
を
得
れ
ば
則
ち
治
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り

、

(
86
)

そ
の
人
を
得
ざ
れ
ば
則
ち
乱
る
」
と

い

わ

れ

て

い
る

。

一

西
太
后
の
信
任
も

っ
と
も
厚
く
、
宮
廷
内
の
実
力
者
、
智
恵
者
で
あ

っ
た
栄
禄

一
と
、
義
和
団
事
変
と
の
関
連
を
、
講
和
全
権
任
免
問
題
と
関
連
す
る
部
分
を
中
心

一
に
考
え
て
き
た
。
栄
禄
が
公
使
館
保
護

に
つ
い
て
如
何
に
尽
力
し
た
か
に
つ
い
て

}
は
、
河
村
氏
ら
の
研
究
に
譲
り
、
む
し
ろ
外
国
に
対
し
て
不
利
な
点
、

マ
イ
ナ
ス

…
な
点
に
視
点
を
合
せ
て
少
し
く
み
て
き
た
が
・
そ
れ
に
つ
い
て
の
直
接
的
な
具
体

…
的
な
資
料
は
乏
し
文

そ
れ
も
伝
聞
の
類
が
多
く
・
栄
禄
に
対
す
る
評
価
と
し
て

…
当
時
か
ら
か
な
り
き
び
し
い
も
の
も
あ
る
が
・
少
し
感
情
的
な
の
も
あ
る
。

「

し
か
し
、
河
村
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
な
、
栄
禄
が
全
権
委
員
に
任
命
さ
れ
る
こ

　
と
に
よ

っ
て

「彼
の
尽
力
も
酬
い
ら
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
の
は
、

一
確
か
に
そ
う
だ

っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
先
が
あ

っ
た
訳
で
、
こ
れ
か
ら
む
し
ろ
問
題

が
で
て
き
た
の
で
あ
る
。

「
列
国
公
使

の
生
命
を
救

っ
た
為
に
清
国
の
滅
亡
の
危

(
87
)

一
機
を
免
が
し
め
た
栄
禄
の
功
績
の
大
な
る
事
は
、
毫
末
も
疑
い
な
い
」
と
い
う
の

一
も
、
公
使
館
攻
撃
が
持
久
戦
に
入

っ
た
以
後
の
こ
と
で
あ

っ
て
、
開
戦
期
に
お
い

て
は
大
部
違
う
よ
う
で
あ
り
、
列
国
の
栄
禄
を
追
求
す
る
こ
と
は
急
で
あ

っ
た
。

栄
禄
の
言
動
の
複
雑
さ
は
、
こ
れ
は
そ
も
ー

西
太
后
を
は
じ
め
と
す
る
朝
廷

一
の
対
外
政
策
が
、
そ
の
都
度
変
化
し
、
矛
盾
に
み
ち
た
複
雑
な
言
動
を
行
う
と
い

う
状
況
の
下
で
、
例
え
ば
、
六
月
十
六

日
公
使
館
防
衛
の
上
諭
を
出
し
た
直
後
か

ら
、
六
月
二
十

一
日
宣
戦
布
告

へ
至
る
激
変
、
戦
争
状
況
に
な

っ
た
七
月
三
日
、

露
国
、
英
国
、
日
本
に
対
し
、
危
機
の
時
局
を
挽
回
す
る
た
め
平
和
的
解
決
を
計

(
88
)

る
た
め
、
調
停
を
請
う
国
書
を
出
す
同
じ
日
に
、
各
省
将
軍
督
撫
宛
に
は

「断
じ

皿
て
議
和
を
行
う
の
勢
な
し
、
心
を

一
に
し
て
と
も
に
大
局
を
守
る
べ
し
。
ま
ず
和

互

字
を
胸
中
よ
り
掃
除
し
べ89
め
と
め
三

気
に
連
穫

彼
の
族
の
饗

囁

一
し
、
以
て
人
心
の
団
結
を
示
せ
」
と
い
う
上
諭
を
出
し
た
り
、
公
使
館
攻
防
戦
の

末
期
に
な

っ
て
李
乗
衡
を
北
上
さ
せ
投
入
し
な
が
ら
、

一
面
戦
斗
、

一
面
休
戦
の

状
況
を
つ
く

っ
た
り
、
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
、
実
行
者
と
し
て
の
栄
禄
の
立

場
を
も
配
慮
す
る
必
要
は
あ
ろ
う
。

結
局
、
義
和
団
事
変
時
の
栄
禄
の
全
体
像
を
と
ら
え
る
の
は
、
坂
野
正
高
氏
の

言
わ
れ
る
よ
う
に
難
し
い
。

『
タ
イ
ム
ス
』
特
派
員
、
G

・
E

・
モ
リ
ソ
ン
は
英

国
ア
ー
ネ
ス
ト

・
サ
ト
ウ
公
使
宛
の

一
九
〇

一
年
十

一
月
十
五
日
付
の
書
翰
の
中

で
、

「
一
九
〇
〇
年
六
月
の
外
国
人
を
皆
殺
し
に
せ
よ
と
い
う
上
諭
に
敢
え
て
さ

か
ら

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
張
之
洞
と
劉
坤

一
の
功
績
に
ど
の
程
度
帰
す
べ
き
で

あ
る
に
せ
よ
、
栄
禄
の
功
績
は
更
に
大
で
あ

っ
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、

彼
は
そ
れ
ら
の
上
諭
を
無
視
せ
よ
と
い
う
電
報
を
ひ
そ
か
に
こ
の
二
人
に
打

っ
た

か
ら
で
あ
る
と
、
駐
日
公
使
薬
釣
は
力
説
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
強
力
な
支
持

が
な
け
れ
ば
、
劉
に
せ
よ
、
張
に
せ
よ
、
宮
廷
の
意
向
に
敢
え
て
反
対
は
し
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
が
察
釣
の
主
張
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
が
真
実
か
否
か

を
た
し
か
め
る
機
会
に
私
は
ま
だ
恵
ま
れ
て
い
な
い
。
も
し
本
当
だ
と
す
る
と
、

栄
禄
は
こ
れ
ま
で
み
ら
れ
て
い
た
よ
り
も
、
よ
り
好
意
的
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
に

へ
90

)

な

る

」

と

の

べ
て

い
る

が

、

も

っ
と
検

討

を

要

す

る
大

変

難

し

い
問

題

で
あ

る
。

よ

り

具

体

的

な

資
料

に

よ

っ
て
、

そ

の
像

を

ト

ー

タ

ル

に
と

ら

え

る

必

要

が
あ

る
。

〔
付

記

〕

最

初

に

掲

げ

た

『
景

善

日
記

』

の
信
慧

性

に
関

し

、

最

近

、

翻

訳

発

刊

さ

れ

た

ヒ

ユ
ー

ト

レ
ヴ

一ノ
ー

・
ロ
ー

バ
ー

の

『
北

京

の
隠

者

ー

エ
ド

モ

ン
ド

・
バ

ッ
ク

ハ

(
91
)

ウ

ス

の
秘

め

ら

れ

た

生

涯

』

に
よ

れ
ば

、

『
景

善

日
記

』

は
そ

の
目

記

の
発

見
者

で
あ

り
、

翻

訳
者

で
あ

り

、

紹

介
者

で
あ

る

E

・
バ

ッ
ク

ハ
ウ

ス
自
身

(或

い

は

そ

の
部

下
)

に

よ

っ
て

捏

造

さ

れ

た

も

の

で
あ

る
と

い
う

。

栄

禄

を

理
想

化

す

る

バ

ッ
ク

ハ
ウ

ス
が

偽

造

し

た

と

い
う

の

で
あ

る
。

そ

れ

は

発

見

さ

れ

た
と

さ
れ

る

時

か

ら

、
十

年

後

の

一
九

一
〇

年

『
O
ゴ
冒
9。
ロ
昌
α
臼

§

①
国
ヨ
寓

o
ω
ω
U
o
≦
薗
oq
o
晶

(H
O
H
O
●
　[
O
昌
畠
O
昌
博
}幽
Φ
凶口
①
ヨ

餌
昌
昌
)

Q

●O
・"

じd
訂
口
α

と

の
共

著

〕

の
中

で
、
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翻
訳
の
英
文
で
紹
介
さ
れ
た
訳
で
あ
る
が
、
バ
ッ
ク
ハ
ゥ
ス
に
よ
る
偽
造
だ
と
す

る
と
、
今
ま
で

『
景
善
日
記
』
に
対
し

て
提
出
さ
れ
て
い
た
疑
問

へ
の
回
答
に
な

る
。
第

一
に

『
景
善
日
記
』
に
は
栄
禄

の
公
使
館
攻
撃
に
つ
い
て
の
弁
護
的
な
記

事
が
多
く
、
義
和
団
事
変
の
責
任
を
免
が
し
め
る
た
め
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
な

ら
、
栄
禄
は
罪
を
問
わ
れ
な
い
ま

＼
一
九
〇
三
年
に
死
去
し
て
し
ま

っ
て
い
る
の

に
、
何
故
、

一
九

一
〇
年
出
版
の
書
物

に
収
録
す
る
必
要
が
あ

っ
た
の
か
と
の
疑

問

へ
の
答

で
も
あ
る
。

『
景
善
日
記
』

は

一
九
〇
〇
年
八
月
十
八
日
、
即
ち
公
使

館
街
救
出
の
三
日
後
に
、
北
京
の
景
善

の
家
の
書
斉
で
、
バ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
に
よ

っ

て
発
見
さ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
日
記
に
は
王
文
詔
や
衰
麗
な
ど
他
の
記

録
と
の
酷
似
の
部
分
や
剰
窃
さ
れ
た
部
分
が
あ
り
、
そ
れ
は
お
互
に
事
前
に
見
せ

合

っ
た
の
だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
連
合
軍
が
北
京
に
殺
到
し
、
両
宮
が
蒙
塵

す
る
と
い
う
、
い
よ
ー

急
迫
す
る
情
況
の
中
で
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
果
し
て

可
能
で
あ

っ
た
か
、
と
の
疑
問
が
あ

っ
た
。
そ
れ
も
出
版
ま
で
十
年
と
い
う
期
間

が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
十
分
で
あ
る
。
発
見
者
が
バ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
で
あ

っ
た
か
、
そ

の
場
所
が
景
善

の
書
斉
で
あ

っ
た
か
も
、
証
人
も
い
な
い
し
実
証
で
き
な
い
限
り
、

問
題
は
な
く
な
り
、
難
解
な
草
書
体
の
漢
文
の
厚
典
が
、
バ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
に
読
め

且
つ
内
容
が
理
解

で
き
た
か
の
疑
問
も
問
題
で
な
く
な

っ
て
く
る
。
『
景
善
日
記
』

を
発
見
し
た
こ
と
は
、
当
時
の
サ
ト
ウ
英
国
公
使
に
は
告
げ
た
と
い
う
が
、
そ
れ

以
外
に
は
日
記
を
見
せ
て
い
な
か

っ
た
し
、
共
著
者
の
ブ
ラ
ン
ド
さ
え
、
自
分
は

原
典
の
日
記
に
は
当
ら
ず
、
た
だ
文
章

の
校
閲
を
し
た
だ
け
、
と
い
う
か
ら
、
十

年
の
間
、
十
分
工
作
の
時
間
は
あ

っ
た
こ
と
に
な
る
。
問
題
の
誰
に
よ

っ
て
偽
造

さ
れ
た
か
の
点
で
は
、
栄
禄
党
派
で
は
な
く
、
バ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
自
身
で
あ

っ
た
と

は
、
こ
れ
で
問
題
は
大
体
が
解
決
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
も
何

と
も
手
の
こ
ん
だ
偽
造
と
い
う
ほ
か
な
い
。

註

(
1
)
河
村

一
夫

「義

和
団
事
変

に
於

け
る
栄
禄

の
事
績
」
上

・
中

・
下

(
『
歴
史
教
育

』

第
四
巻

一
～
三
号

一
九
五
六
)
戴
玄

之

『
義
和
団
研
究
」

(
一
九
六

四
)
等

(
2
)
程
明
洲

「
所
謂

"景
善

日
記
"
者

」

(
『
燕
京
学
報
』
第

二
十
七
期

、

一
九
四
〇
)

李
守
孔

「
光
緒
己
亥
建
儲
与
庚
子
兵
塚
」

(
『
故
宮
文
献
』
第

一
巻
第

四
期
、

一
九
七

〇
)
拙
稿

「
景
善

日
記

に
つ
い
て
」

(
『
中
国
史
研
究

』
第
六
号
、

一
九
七

一
)

(
3
)

『
義
和
団
梢
案
史
料
』
上
冊
、
五
〇
五
頁

(以
下

『梢
案
』
と
略
記
す
る
)

(
4
)

『
李
文
忠
公
全
集
」
電
稿
巻

二
四
-
四
五

(以
下

『
李
集

・
電
稿
』
と
略
記
す
る
)

(
5
)

『
日
本
外
交
文
書

」
第

三
十

三
巻
別
冊
二
、
北
清
事
変
、
中
、
第

一
四

一
一
号
文
書

(以
下
、

こ
の
場
合

、

『
日
本
外
交
文
書

』
中
と
略
記
す

る
。
な
お
句
読
点
、
濁
点
は

引
用
者
、
以
下
同
様
)

(
6
)
同
右
書

第

一
四

一
五
号
文
書

(
7
)

『
梢
案
」
上
冊
五
〇
七
頁

こ
の

「
調
補
直
隷
総
督
李
鴻
章
摺
」
は

『
梢
案
』

『
李
集

・
電
稿
』
巻
二
五
-

二
七
は
と
も
に
光
緒

二
六
年
八
月
初

一
日
付

で
あ
る
が
、

『
西
巡

大
事
記
』
巻

一
-
二

一
、

『
清
光
緒
朝
中
旦

父
渉
史
料

』
下
冊
巻
五
六
-

五
第

三
九
五

八
号
文
書

で
は
初
三
日
付
と
あ
る
。
今
前
者
に
従
う
)

(
8
)

『
張
文
嚢
公
全
集

』
巻

一
六

四
電
贋
四
三
-

一
八

(
9
)

『
梢
案
』
上
冊
、
五
三
〇
頁

(
10
)
同
右
書

五
三
九
頁

(
11
)

『
西
巡
大
事
記
」

(
『
清
季
外
交
史
料
』
八
)
巻

一
i
四
七

(
12

a
)

『
清
光
緒
朝
中
日
交
渉
史
料
』
下
冊
巻
五
六
⊥

一二
第
三
九
七
四
号
文
書

(
12
b
)

「
李
集

・
電
稿
」
巻

二
六
-

二
六

(
13
)

『
じd
ユ
ニ
。。
げ

勺
舞
一冨
ヨ
①
三
母
く
℃
昌

臼
ω
』

(
『
じσ
一⊆
①
切
o
o
こ

)
O
葺
墨

.
Z
o
●H
お

O
H
●
Z
O
・
ω
ω
昌

(
14
)

「
日
本
外
交
文
書
」
中
、
第

一
四
五
六
号
文
書

(
15
)

「
切
ユ
ニ
ω
ゴ

℃
舞
=
餌
ヨ
〇
三
碧
く
℃
鋤
b
臼
ω
』
〇
三
§

三
〇
●H
H
8
一
●
Z
ρ

ω
N
◎。

(
16
)

「
冑
o
器
凝
昌

男
①一9。
二
8

ω
o
h
けゴ
①
d
三
↓巴

Q◎
冨
8
ω
』
一8
一
・
>
U
冨
註

凶×

臥
鍵
凶屋

ぎ

〇
三
コ
薗
Z
O
●
劇
H㊤
・
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(
17
)
佐
原
篤
介

『
八
国
聯
軍
志
』

(
中
国
近
代
史
資
料
叢
刊

『
義
和
団
』
第

三
冊

二
二
六

頁
)

(以
下

、
こ
の
場
合

『
義
和
団
』
三
ー

二
二
六
頁
と
略
記
す
る
)

(
18
)

『
愚
斎
存
稿
』
巻

四

一
-
二
八

(
19
)

『
李
集

・
電
稿
』
巻

二
七
-

一

(
20
)

同
右
書

巻

二
七
-

一
二

(
21
)

『
西
巡
大
事
記
』
巻
ニ
ー
二
九

(
22
)

『梢
案

』
下
冊

六
七
八
頁

(
23
)
程

明
洲

・
前
掲
論
文

(
24
)

『
李
集

・
電
稿

』
巻

二
八
ー
四

(
25
)
同
右
書

巻

二
八
-

一

(
26
)

『
梢
案

』
上

冊

五
〇
五
頁

(
27
)
詳

細
は
劉

鳳
翰

『
武
衛
軍
』
(
中
央
研
究
院
近
代
史
研
究
所
専

刊
三
八

、

一
九
七
八
)

参
照

(
28
)

『
梢
案

』
上

一
四
四
頁

(
29
)
(
31
)
柴

五
郎

『
北
京
籠
城
』
東
洋
文
庫
版

一
二
～

=
二
頁
、

一
八
頁

(
30
)
鹿

完
天

『
庚

子
北
京
事
変
紀
略
』

『
義

和
団
』

ニ
ー
四
〇
〇
頁

(
32
)
李
希
聖

『
庚
子
国
変
記
』

『義

和
団
』

一
ー

一
六
頁

(
33
)
羅
惇

融

『
庚
子
国
変
記
』

(中
国
近
代
内
乱
外
禍
歴
史
故
事
叢
書

)

一
三
頁

(
34

a
)
呉
永

『
庚
子
西
狩
叢
談
』

(
中
国
史
文
叢
刊

一
)

一
四
頁

(
34
b
)
佐
原
篤
介

『
拳
乱
紀
聞
』

『
義
和
団
』

一
ー

=
二
八

同
様
の
記
録

は

『
日
本
外

交
文
書

』
上

、
第

二
七
六
号
文
書

に

「清

人
ノ
日
記
訳
伝
送
」
と
し
て
あ

る
。

(
35
)

『
日
本
外
交
文
書
』
上

第
六
六
号
文
書

(
36
)
佐

原
篤
介

『
拳
乱
紀
聞
』

『
義
和
団
』

一
-

一
五
七
頁

(
37
)

冨

o
器
凶σq
口

寄

一讐
一8
ω
o
h
樽げ
。
d
巳
叶巴

ω
欝
一$

』
〇
三
§

H
り
O
O
Z
o
●
。。
Oq

(
38
)

『
西
巡
大
事
記
』
巻

一
ー

一

(
39
)
同
右
書

巻

一
-

二

(
40
)
程
明
洲

・
前
掲
論
文

本
節
は
程
論
文

に
負
う
所
多
い

(
41
)
佐

原
篤
介

『
拳
乱
紀
聞
』

『
義
和
団
』

一
-

一
六
六
頁

(
42
)

『梢
案

』
上
冊

五
三

一
頁

(
43
)

『
李
集

・
電
稿
』
巻

二
五
-
四
二

(
44
)
同
右
書

巻

二
五
ー
四
五

(
45
)

『梢
案

』
上
冊

五
六
七
頁

(
46
)

『
野

凶二
筈

勺
霞
一冨
ヨ
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TheBoxerUprisingand/ungLu:ontheApPointment

andRemovalofthePlenipotentiaryatthePeaceConference

byTadashiSUGANO

AttheBoxerUprisingintheSummerof1900,ノungLu栄 禄successfully

defendedthelegationsatPekingandprotectedtheforeignministersfromthe

Boxers,whichsavedtheCh'ingDynastyfromitsdownfall.Hisdeedhasbeen

evaluatedverypostively.Nevertheless,hetriedtodefendhispositionbefore

theforeignpowers,evenbyfabricatingtheso・calledChing-Shan's"Diary"景

善 日記

ノungLuwasappointedasherplenipotentiaryatthepeaceconference.But,

infaceoftheobjectionfromtheforeignpowers,hewassoonremovedfrom

hispost.

ByanalyzinghisattitudesbothtowardtheBoxerUprisingandthepeace

conferenceatitsbeginning,thisarticleaimstoexplainthereasonswhyhewas

rejectedbytheforeignpowers.


